
広報ふそう2019年 6月号ー 12 ー

情
　
報

募
　
集

保
　
健

特
　
集

町
　
政

▼
定
員
　
ど
ち
ら
も
１
日
10
人

▼
対
象
年
齢
　
満
１
歳
以
上
～
就
学
前
児
童

▼
保
育
時
間
　
平
日
　
午
前
８
時
30
分
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
午
後
４
時
30
分

▼
休
日
　
土
曜
日
・
日
曜
日
・
祝
日
・
年
末

　
　
　
　
年
始
（
12
月
28
日
～
１
月
５
日
）

区　分

金額

１日 半日 半日

 8:30
 ～ 16:30

 8:30
 ～ 12:30

 12:30
 ～ 16:30

3 歳未満児 2,000 円 1,000 円 1,000 円

3 歳 児    900 円    500 円    500 円

4 歳・5 歳児    800 円    400 円    400 円

主食費
（3 歳以上）      50 円      50 円

福
祉
児
童
課　

内
線
２
２
６

　
保
護
者
の
就
労
、
入
院
、
育
児
疲
れ
な
ど
に

よ
り
、
児
童
の
家
庭
で
の
保
育
が
、
一
時
的
に

困
難
に
な
っ
た
と
き
に
一
定
期
間
の
範
囲
で
、

保
護
者
に
代
わ
っ
て
児
童
を
保
育
し
ま
す
。

▼
実
施
し
て
い
る
保
育
所

　
・
扶
桑
町
立
斎
藤
保
育
園

　
・
扶
桑
町
立
高
雄
保
育
園

《対象となる児童と保育期間》

▼
利
用
料
金
の
支
払
い
方
法

　
当
日
現
金
で
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

▼
注
意
　

○
事
前
の
お
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。
利
用

　
し
た
い
日
が
属
す
る
月
の
前
の
月
の
初
日

　
か
ら
申
し
込
み
が
可
能
で
す
。
申
込
用
紙

　
に
児
童
の
健
康
の
記
録
・
生
活
状
況
等
に

　
つ
い
て
記
入
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

○
申
告
の
内
容
と
事
実
が
異
な
っ
て
い
る
場

　
合
や
、
児
童
が
病
気
な
ど
に
よ
り
集
団
保

　
育
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
利
用
を

　
お
断
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

○
保
育
園
の
運
営
上
、
不
測
の
事
態
が
生
じ

　
た
と
き
や
気
象
状
況
が
急
変
し
た
と
き
は
、

　
一
時
保
育
を
休
止
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
　

　
・
扶
桑
町
立
斎
藤
保
育
園

　
　
　
　
　
　
☎
（
93
）
１
３
３
０

　
・
扶
桑
町
立
高
雄
保
育
園

　
　
　
　
　
　
☎
（
93
）
２
２
０
４

《利用料金（児童１人につき）》

斎
藤
保
育
園
と
高
雄
保
育
園
で

一
時
保
育
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す

福
祉
児
童
課　

内
線
２
２
６

　
病
児
・
病
後
児
保
育
と
は
、
病
気
や
病
気

の
回
復
期
で
あ
る
児
童
を
お
持
ち
の
保
護
者

が
、
勤
務
等
で
自
宅
で
の
育
児
が
で
き
な
い

場
合
に
そ
の
児
童
を
お
預
か
り
す
る
事
業
で
す
。

▼
対
象
　
扶
桑
町
及
び
大
口
町
に
在
住
す
る

生
後
７
か
月
か
ら
小
学
校
３
年
生
ま
で
（
大

口
町
在
住
の
方
は
生
後
３
か
月
か
ら
）

▼
実
施
医
療
機
関

　
　
つ
く
し
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

　
　
　
扶
桑
町
大
字
柏
森
字
平
塚
３
２
９
番
地

　
　
　
　
　
　
☎
（
93
）
０
６
０
０

　
　
　
予
約
専
用

　
　
　
☎
０
９
０
（
８
５
５
６
）
７
５
０
２

▼
利
用
時
間
　
月
曜
日
～
金
曜
日
　

　
　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
30
分

＊
土
曜
日
・
日
曜
日
・
祝
日
・
そ
の
他
実
施

　
医
療
機
関
の
休
診
日
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

▼
利
用
料
金
　
１
時
間
当
た
り
５
０
０
円

　
　
　
　
　
　（
１
日
最
大
３
，
０
０
０
円
）

　
保
育
中
に
実
施
医
療
機
関
の
物
を
使
用
し

た
場
合
に
は
、実
費
徴
収
の
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
利
用
申
込
み
　
実
施
医
療
機
関
へ
直
接
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
事
前
予
約
に
つ
い
て

　
利
用
日
前
日
に
つ
く
し
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ

　
ク
で
診
察
を
受
け
、
利
用
日
当
日
も
療
養

　
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
お
子
さ
ん

　
に
限
り
、
事
前
予
約
す
る
こ
と
が
で
き
ま

　
す
。（
先
着
１
名
）

●
当
日
予
約
に
つ
い
て

　
午
前
７
時
15
分
か
ら
正
午
ま
で
予
約
が
で

　
き
ま
す
。
但
し
、
予
約
後
の
キ
ャ
ン
セ
ル

　
は
で
き
ま
せ
ん
。

＊
登
録
申
請
・
利
用
申
請
は
事
前
に
で
き
ま

　
す
。
登
録
申
請
書
・
利
用
申
請
書
は
実
施

　
医
療
機
関
及
び
福
祉
児
童
課
に
あ
り
ま
す
。

＊
診
察
の
結
果
、
利
用
で
き
な
い
場
合
が
あ

　
り
ま
す
。

▼
定
員
　
２
名

▼
持
ち
物
　
つ
く
し
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

病
児
・
病
後
児
保
育
を

　
　
　
　
　
　
行
っ
て
い
ま
す

対象児童 保育期間
保護者の就労、職業訓練、就学等に
より、原則として平均週 3 日を限度
として、断続的に家庭保育が困難と
なる児童

週 3 日　かつ
1 か月 14 日以内

た だ し、6 か 月 を
限度とする

保護者等の傷病、災害、事故、出産、
看護、介護、冠婚葬祭等社会的にや
むを得ない事由により、緊急・一時
的に家庭保育が困難となる児童

保育を必要とする
期間

た だ し、1 か 月
14 日以内育児疲れのために一時的に家庭保育

が困難となる児童

人
権
擁
護
委
員
制
度
を

　
　
　
　
　
　
ご
存
じ
で
す
か

住
民
課　

内
線
２
４
９

　
６
月
１
日
は
、
人
権
擁
護
委
員
の
日
で
す
。

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
人
格
、
識
見
高
く
広

く
社
会
の
実
情
に
通
じ
、
人
権
擁
護
に
つ
い

て
理
解
の
あ
る
方
を
、
本
町
の
議
会
の
意
見

を
聞
い
て
町
長
が
推
薦
し
、
法
務
大
臣
が
委

嘱
し
ま
す
。
こ
の
人
権
擁
護
委
員
は
、
国
民

の
基
本
的
人
権
が
侵
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ

う
に
監
視
し
、
も
し
こ
れ
が
侵
さ
れ
た
場
合

に
は
、
そ
の
救
済
の
た
め
に
速
や
か
に
適
切

な
処
理
を
す
る
こ
と
が
使
命
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

◆
扶
桑
町
の
人
権
擁
護
委
員
（
敬
称
略
）

　
林 

隆
生
　
　
　
千
田 

純
子

　
市
川 

峯
子
　
　
梅
村 

ち
ゆ
き

◆
特
設
人
権
相
談

▼
相
談
日
　
６
月
７
日
（
金
）

▼
場
所
　
扶
桑
町
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
２
階
大
会
議
室

▼
時
間
　
午
後
１
時
30
分
～
４
時
　


